
屋内ゲートボール場

使用区分

（1）アマチュアスポーツを

する者又は学校教育法

第1条に定める学校に通学

する者が使用する場合

（2）その他

（1）アマチュアスポーツをする

者又は学校教育法

第1条に定め学校に通学

する者が使用する場合

（2）その他

1時間1コート当たり 550円 2,750円 1,100円 5,500円

設備・施設・器具の名称

照明設備 273円 1コート1時間当たり

ご利用料金

1. 屋内ゲートボール場使用料

入場料等を徴収しない場合 入場料等を徴収する場合

2. 設備器具使用料

使用料 単位

営業時間・休館日

営業時間

受付時間9:00～19:00

開館時間9:00～22:00

休館日

12/29～翌年1/3まで

※その他施設点検等により臨時休業する場合があります


